
納入書等の取扱い
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特別徴収のしおり
特別徴収とは

　特別徴収とは、給与の支払者が市町村から通知された給与所得者ごとの税額
を毎月の給与から差し引き、その翌月10日までに市町村へ納入することです。

１ 特別徴収義務者の指定
　特別徴収の方法により徴収されることとなる給与所得者に対し、４月１日現在
における給与支払者を特別徴収義務者に指定することになっています。なお、
２か所以上の給与支払者から給与の支払いを受けている人については、原則
としてその主たる給与支払者を特別徴収義務者に指定することになります。

２ 特別徴収義務者及び納税義務者への税額の通知
　特別徴収する場合には、毎年５月31日までに特別徴収義務者に対して、特別
徴収する旨の通知書と納税義務者への税額通知書を併せて送付いたしますの
で、納税義務者への税額通知書はそれぞれの納税義務者に直ちに配布してくだ
さい。

３ 納税義務者が退職その他異動したとき
　特別徴収されていた納税義務者が、退職等により給与の支払いを受けなく
なった場合や未徴収税額を一括徴収する場合は、5ページの「給与支払報告・
特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に記入し、異動が発生した翌月の10
日までに提出してください。
　また、納税義務者が転勤等により引き続き新しい事業所で特別徴収を希望す
る場合は、異動届出書に必要事項を記入し、新事業所に送付してください（新
しい事業所を経由して市に提出していただきます）。同様に前の事業所から転
勤等により異動届出書が送付された場合は、届出書の下欄「転勤（転職）等に
よる特別徴収届出書」欄に必要事項を記入し、提出してください。
　異動届出書の作成は、３、４ページを御覧ください。

４ 普通徴収から特別徴収への変更
　市民税・県民税・森林環境税を普通徴収で納める納税義務者が新たに就職
した場合等、下記の条件⑴と⑵の両方に該当するときは、6ページの「特別
徴収切替届出（依頼）書」により特別徴収へ変更することができます。

⑴前年中の所得に給与所得があること
⑵普通徴収の納期限を過ぎていないこと
※二重納付防止のため、本人宛てに送付された普通徴収分納付書を同封して
ください。

５ 特別徴収義務者の所在地・名称等の変更
　特別徴収義務者の所在地（送付先）・名称又は電話番号等に変更があった
場合は、7ページの「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」に記入し、
提出してください。

１ 月割額の徴収
　令和７年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額通知
書（特別徴収義務者用）に各納税義務者の月々の月割額を記載していますので、
税額等を御確認のうえ第１回目の月割額は６月に支払う給与から、第２回目以降
の月割額は７月から翌年５月まで毎月支払う給与から順次徴収してください。

２ 特別徴収税額の納入
　特別徴収義務者は、指定の通知に基づき６月から翌年５月までの12か月間
に毎月給与の支払いをする際、税額の　の額（月割額）を徴収して、下記３
の納入期限までに納入していただきます。
　なお、均等割額に相当する金額（5,300円）以下の納税義務者については、
最初に徴収すべき月に給与の支払いをする際、その税額の全額を徴収し、徴収
した月の納入期限までに納入していただくことになりますので御注意ください。

３ 納入期限
⑴　納入期限は、月割額を徴収した月の翌月10日です。（この日が土曜日・
日曜日・祝日等に当たる場合は、翌営業日が納期限になります。）
⑵　各月の納入期限は、納入書の納期限欄にも記載してあります。

４ 特別徴収税額の納期の特例
　給与の支払いを受ける人が常時10人未満である特別徴収義務者は「納期の
特例に関する承認申請書」を提出し、市長の承認を受けた場合は、６月から
11月までの分を12月10日までに、12月から５月までの分を６月10日までの年
２回に分けて納入することができます。なお、この手続きに必要な申請書
は、平塚市ウェブ及び市民税課窓口に備えていますのでお申出ください。

５ 特別徴収税額の変更
　特別徴収税額を通知した後において、その税額に変動が生じたため、これ
を変更する場合は、特別徴収税額の変更通知書を送付いたしますので、この
書類を受け取られた月、又はその翌月以降の月割額につきましては、その変
更通知書に記載された月割額によって徴収のうえ納入してください。
　各月の納入税額を誤って変更前の金額で納入し、他の月で増額、減額して
調整する際には、市民税課個人市民税担当へ御連絡ください。

６ 納期限後納入
　納期限後に納入する場合、納入税額に、その納期限の翌日から納入の日まで
の期間の日数に応じ、次の割合を乗じて計算した延滞金を加算して納入して
ください。この場合における年当たりの割合はうるう年の日を含む期間につい
ても、365日当たりの割合で計算してください。なお、この割合は令和３年
１月１日以後の期間に対応する延滞金に適用します。
⑴　納期限の翌日から１か月を経過する日までは、年7.3％（延滞金特例基準割合（※）
が年7.3％に満たない場合は、延滞金特例基準割合＋年1.0％。
ただし、この加算した割合が年7.3％を超える場合は年7.3％）。
⑵　⑴の日の翌日以後納入日までは、年14.6％（延滞金特例基準割合（※）が
年7.3％に満たない場合は、延滞金特例基準割合＋年7.3％）。
（※延滞金特例基準割合：平均貸付割合（租税特別措置法第93条第２項に
規定する平均貸付割合をいう。）に年１％を加算した割合）

※　ア 税額が2,000円未満の場合は、かかりません。
　　イ 税額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てて計算します。
　　ウ 延滞金額が1,000円未満の場合は、かかりません。
　　エ 延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てます。

※ＯＣＲ用の納入書をお送りしていない事業所の場合は、関係ありません。

　市民税・県民税 特別徴収の納入書はOCR（光学文字読み取り装置）用の納
入書により取扱っております。納入書の取扱いについては、次の点に十分御
配慮くださいますようお願いします。
※年度途中に納入税額に変更が生じても、新たに納入書は送付していませんので、
税額を変更して使用してください。税額の変更方法は下記を御覧ください。

１ 納入書の記入方法
　６月分から５月分までの納入書には、事業所の納入すべき税額を印字して
お送りいたしますので、次の点に御注意ください。
⑴　納入金額が、納入書等の「納入金額⑴」欄の税額と一致している場合
　納入書等の「納入金額⑴」欄に税額が印字してありますので、「納入金額
⑵」欄の「給与分」欄及び「合計額」欄には、納入金額を記入しないでくだ
さい。

⑵　納入すべき金額が、納入書等の「納入金額⑴」欄と異なる場合
ア　納入すべき金額が、給与分のみの場合
　納入書等の「納入金額⑴」欄を２本線で抹消し、「納入金額⑵」欄の
「給与分」欄及び「合計額」欄に納入金額を記入してください。
イ　退職所得に係る税額を併せて納入する場合
　納入書等の「納入金額⑴」欄を２本線で抹消し、「納入金額⑵」欄の
「給与分」欄に給与所得に係る納入金額を、「納入金額⑵」欄の「退職
所得分」欄に退職所得に係る納入金額を、また、それらの合計額を「納
入金額⑵」欄の「合計額」欄に記入してください。

ウ　退職所得に係る税額のみを納入する場合
　納入すべき税額が印字されていない納入書（予備の納入書等）を使用
し、「納入金額⑵」欄の「退職所得分」欄と「合計額」欄に納入金額を
記入してください。

　エ　上記イ及びウに該当する場合は、納入書裏面の納入申告書に所要事項
　　を必ず記入してください。記入方法は8ページを御覧ください。
⑶　納入すべき税額が印字されていない納入書（予備の納入書等）を使われる場合
　記入誤りや延滞金のみ、又は退職所得に係る税額のみを納入する場合等
に使用します。納入書等の「納入金額⑵」欄の「給与分」欄等に納入金額
を記入し、それらの合計額を「納入金額⑵」欄の「合計額」欄に記入して
ください。また、所定の箇所に、年月分及び納期限を記入してください。
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特別徴収税額の納入方法2
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令和７年度 平塚市 市民税・県民税・森林環境税

月別（徴収した月）　　　　　 （納入期限） （徴収した月）　　　　　 （納入期限）
令和７年６月分 令和７年………令和７年７月10日

７月分…………………８月12日
８月分…………………９月10日
９月分…………………10月10日
10月分…………………11月10日
11月分…………………12月10日

12月分………令和８年１月13日
令和８年１月分…………………２月10日

２月分…………………３月10日
３月分…………………４月10日
４月分…………………５月11日
５月分…………………６月10日



２

２ 納入書記入例
⑴　黒のボールペンで記入してください。
⑵　納入金額欄に￥記号は記入しないでください。
⑶　納入金額のない欄に「0」を記入しないでください。
⑷　金額の変更等がある場合は、領収証書、納入書、納入済通知書のすべ
　　てを変更してください。
《記入例１》退職・転勤・税額変更等で、給与分の納入金額を変更する場合

《記入例２》給与分に変更はないが、退職所得に係る税額をあわせて納入する場合
　 退職所得に対する市民税・県民税を納入する場合、
　 納入済通知書裏面も記入してください。

　退職所得に係る市民税・県民税は、退職手当等の支払いをする際に他の所
得と区分して税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を徴収して
いただきます。

１ 納入について
　退職所得に係る市民税・県民税は、退職者が退職手当等の支払いを受ける
べき日（通常は、退職した日）の属する年の1月1日現在の住所地の市町村
へ、徴収した月の翌月10日までに納入していただきます。納入申告書の作成
は、8ページを御覧ください。

２ 退職所得に係る税額の求め方
　まず、退職所得控除額を次のイ、ロ又はハのいずれかの計算式により算出
してください。（勤続期間に１年未満の端数があるときは、その端数は１年
に切り上げて勤続年数を計算してください。）

次に退職所得の金額を算出してください。
退職所得の金額＝（退職手当等の金額－退職所得控除額）×　（1,000円未満の端数切り捨て）

（注）　１　勤続年数５年以下の役員等が平成25年１月１日以降に退職する場合は、
２分の１を乗じずに退職所得の金額を算出します。
２　役員等以外の方で、勤続年数５年以下の方が令和４年１月１日以降に
支払いを受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の
金額のうち300万円を超える部分について、２分の１を乗じずに退職所得
の金額を算出します。

税額計算の流れ

退職所得の金額
税　　　率 税　　　額

市民税 県民税
６％ ４％

市民税額 県民税額
× ＝

　平塚市は、「かながわ電子納税推進プロジェクト」に参画し、神奈川県内の
官民が一体となって、電子納税の普及および利用促進に取り組んでいます。
　なお、給与支払報告書は、基準年（前々年）の所得税の源泉徴収票の
提出枚数が100枚以上の場合、eLTAX（エルタックス）等による電子提
出が義務化されています。
1 eLTAXの概要
　eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における申告・
申請・納付などの手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステム
のことです。「地方税共同機構」が運営を行っています。
２ eLTAXのメリット
・自宅やオフィスなどからインターネットを利用して手続きができます。
・複数の地方公共団体への申告が、まとめて一度にできます。
・eLTAX用の無償ソフト「PCdesk」が申告書の作成をサポートします。
・市販の税務・会計ソフトウェアで作成した申告書データなどを利用できま
す。（eLTAX対応のものに限ります。）
・平塚市の指定金融機関等以外の金融機関からも納入できます。
・年間12回の納入をインターネットで手続き可能です。
・特別徴収税額通知書（特別徴収義務者用）を電子で受け取り可能です。
３ 提出方法等の詳細
地方税共同機構（eLＴAＸ）ウェブサイトを御覧ください。
　　　　　　　　　　　　　https://www.eltax.lta.go.jp/

４ eLＴAＸの利用時間
８：３０～２４：００（土日祝日、年末年始12/29～1/3を除く。）
※休日の御利用日については、地方税共同機構（eLＴAＸ）ウェブサイトを御覧ください。

５ よくあるご質問
eLＴAＸの御利用について、不明点等ございましたら、地方
税共同機構（eLＴAＸ）ウェブサイトの「よくあるご質問」
を御覧ください。　　　　　　  https://eltax.custhelp.com/

６ 電話によるお問い合わせ
９：００～１７：００（土日祝日、年末年始12/29～1/3を除く。）
０５７０-０８１４５９（ヘルプデスク）
０３-６７４５-０７２０（上記の番号でつながらない場合）

　所得税確定申告書の内容につきましては、申告時期等により決定通知書に反
映できていない場合があります。その場合、５月下旬以降の変更通知書にて順
次お知らせしますので、御承知おきください。（年税額に変更が生じた場合、
原則として８月以降の月割額を変更します）。各種社会保険料の算定等にも影
響が出る場合がありますので、お手数をおかけいたしますが、従業員の皆様へ
周知下さるよう御協力をお願いします。

　本しおりの５～８ページに各種様式を掲載しています。コピーして御利用く
ださい。（押印は不要です。）
　また、以下の様式は当市ウェブからダウンロードすることができます。

《アクセス方法》
平塚市ウェブサイト　https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/

銀行（本・支店）
横 浜 銀 行
ス ル ガ 銀 行
神 奈 川 銀 行
静 岡 銀 行
静 岡 中 央 銀 行

農協・漁協（本・支所）
湘 南 農 業 協 同 組 合

※平塚市役所でも納入できます

信用金庫・労働金庫（本・支店）
平 塚 信 用 金 庫
中 南 信 用 金 庫
中 栄 信 用 金 庫
中 央 労 働 金 庫

信用組合（本・支店）
横 浜 幸 銀 信 用 組 合
神奈川県歯科医師信用組合
神 奈 川 県 医 師 信 用 組 合

ゆうちょ銀行及び郵便局（8ページ参照）

平塚市役所  市民税課個人市民税担当
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町９番１号　電 話（0463）23－1111（代表）

特別徴収事務について

個人市民税 市民税・県民税の
給与からの特別徴収について
（各種様式ダウンロード）

イ　勤続年数が20年までの場合
40万円×勤続年数
（80万円に満たない場合には80万円）

ロ　勤続年数が20年を超える場合
800万円＋70万円×（勤続年数－20年）

ハ　障害者となったことに直接基因して退職した場合
　　　イ又はロによって計算した金額＋100万円　

退職所得控除額

平塚市指定金融機関等のうち、窓口収納を取り扱う機関4 ６

決定通知書の内容について７

各種様式８

市 コ ー ド 口 座 番 号 加 入 者 名

１４２０３４ 平塚市会計管理者

納入金額⑴ 円指 定 番 号 Ｃ年 月分

　納入すべき金額が右の納入
金額⑴の欄の金額と異なると
きは納入金額⑴の欄を横線で
抹消し納入金額⑵の欄に記入
してください。

納期限 年 月 日
⑵

額

金

入

納

給与分

（ ）
退 職
所得分

延滞金

合計額

一括徴収
分を含む

億 千 百 十 万 千 百 十 円

, ,

, ,

, ,

, ,
取 り ま と め 局

（〒224 - 8794）
ゆうちょ銀行横浜貯金事務センター

142034 1250000

1250000

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

市 コ ー ド 口 座 番 号 加 入 者 名

１４２０３４ 平塚市会計管理者

納入金額⑴ 円指 定 番 号 Ｃ年 月分

　納入すべき金額が右の納入
金額⑴の欄の金額と異なると
きは納入金額⑴の欄を横線で
抹消し納入金額⑵の欄に記入
してください。

納期限 年 月 日
⑵

額

金

入

納

給与分

（ ）
退 職
所得分

延滞金

合計額

一括徴収
分を含む

億 千 百 十 万 千 百 十 円

, ,

, ,

, ,

, ,
取 り ま と め 局

（〒224 - 8794）
ゆうちょ銀行横浜貯金事務センター

142034 1500000
130000

1630000

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

トップページ
（中央）

・給与所得者異動届出書
・特別徴収切替届出（依頼）書
・特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
・納期の特例に関する承認申請書

・納期の特例の要件を欠いた場合の届出書
・市民税・県民税　特別徴収のしおり
・退職所得の市民税・県民税納入申告書
・特別徴収税額通知の受取方法等変更届

（ ）

納入金額⑴欄を2本線
で抹消してください
（訂正印は不要です）。

納入金額⑵欄の「給与
分」欄と「合計額」欄
に納入すべき税額を記
入してください。

納入金額⑴欄を2本線
で抹消してください
（訂正印は不要です）。

納入金額⑵欄の「給与
分」欄に給与所得に係
る税金を、納入金額⑵
欄の「退職所得分」欄
に退職所得に係る税額
を、それらの合計金額
を納入金額⑵欄の「合
計金額」欄に記入して
ください。

eLＴAＸを御利用ください
 ５

R７.１.１現在

検索ボックスにて
「給与からの特別徴収」
と検索

（100円未満の端数切り捨て）

退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収



特 徴 宛 名 番 号

特 徴 宛 名 番 号

1. 特別徴収継続

2. 一括徴収

3. 普通徴収

３

7 9 2

254－8686

㈱平塚

平塚市浅間町9-1
500100
3

経理課経理係

平 塚 花 子
0463-21-8766

100

平 塚 一 郎

平塚市久領堤5-1
平塚市大原1-1

ヒラ ツカ イチ ロウ

300,000 75,000 225,000

6
8 9 7 8 31

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8

（カブ）　ヒラツカ 

1 2 3

記入例①　特別徴収に係る給与所得者異動届出書……  普通徴収に切り替える場合の記入方法

　退職により未徴収税額を普通徴収に切り替える場合の記入例です。下記の記入例の場合、平塚一郎さんの令和７年度の市・県民税・森林環境
税の年額は300,000円です。令和７年８月31日に㈱平塚を退職したことにより、給与から徴収できなくなってしまった未徴収分９月分以降の市・
県民税・森林環境税について、退職日が12月31日以前で平塚一郎さんから一括徴収の希望がなかったため、普通徴収（個人納付）に切り替えるこ
とになります。

記入例②　特別徴収に係る給与所得者異動届出書……  一括徴収の場合の記入方法

　退職により未徴収税額を一括徴収する場合の記入例です。下記の記入例の場合、平塚一郎さんの令和７年度の市・県民税・森林環境税の年税
額は150,000円です。令和７年11月25日に㈱平塚を退職したことにより、給与から徴収できなくなってしまった未徴収分11月分以降の市・県民税・
森林環境税について、最後に支払う給与や退職手当等から未徴収分をすべて徴収して、令和７年12月10日（本来の11月分の給与から徴収した
市・県民税・森林環境税の納期）までに納めることになります。

500100
3

経理課経理係

平 塚 花 子
0463-21-8766

100

平塚市久領堤5-1
　同上

150,000 62,500 87,500

6
10 11 7 1125

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8

11 18 87,500
87,500

11
12 10

7

7 12 2

1 2 3

254－8686

㈱平塚

平塚市浅間町9-1
（カブ）　ヒラ ツカ

３

平 塚 一 郎

ヒラ ツカ イチ ロウ

1. 特別徴収継続

2. 一括徴収

3. 普通徴収

⒉異動が令和　　　　年１月１日以後で、
特別徴収の継続の希望がないため

「⒐その他（特別徴収不可）」を選択された場合は、
次のいずれかの理由を必ず選択してください。

市町村ごとに
異なります

※

⒉異動が令和　　　　年１月１日以後で、
特別徴収の継続の希望がないため

「⒐その他（特別徴収不可）」を選択された場合は、
次のいずれかの理由を必ず選択してください。

市町村ごとに
異なります

※

新しい勤務先では
月割額　　　　　　　　　　　　円を

月分から徴収し、納入します。

新規の場合は、いずれかを○で囲んでください。

納入書　　　要　・　 不要

受給者番号
（※特別徴収税額通知書（納税義務者用）の電子送付には、受給者番号が必要です。）

新しい勤務先では
月割額　　　　　　　　　　　　円を

月分から徴収し、納入します。

新規の場合は、いずれかを○で囲んでください。

納入書　　　要　・　 不要

受給者番号
（※特別徴収税額通知書（納税義務者用）の電子送付には、受給者番号が必要です。）

受給者番号

受給者番号



特 徴 宛 名 番 号

受給者番号
※特別徴収税額通知書（納税義務者用）の電子送
付には、受給者番号が必要です。

特別徴収切替届出（依頼）書（普通徴収→特別徴収）

1. 特別徴収継続

2. 一括徴収

3. 普通徴収

４

254－8686

㈱平塚

平塚市浅間町9-1
500100
3

経理課経理係

平 塚 花 子
0463-21-8766

100

平塚市久領堤5-1
同上

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8

（カブ） ヒラ  ツカ 

200,000 83,800 116,200

6
10 11 7 10 28

254－0027

㈱ 浅 間 町

神奈川県平塚市堤町3-5

16,600

00001

11
総務課給与係

平塚五郎

0463－＊＊－＊＊＊＊
250

500200

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 0

（カブ）セン ゲン

7 11 4

7 9 3

1 2 3

記入例③　特別徴収に係る給与所得者異動届出書……  転勤する場合の記入方法
　転勤により未徴収税額を転勤先で特別徴収する場合の記入例です。下記の記入例の場合、平塚一郎さんの令和７年度の市・県民税・森林環境
税の年税額は200,000円です。㈱平塚では６～10月分までの５か月分（83,800円）を給与から徴収済みで、11月分以降が未徴収となります。転勤
先の㈱浅間町では未徴収分の税額を、11月分の給与から徴収開始することになります。

特別徴収切替届出（依頼）書（普通徴収→特別徴収）の記入例

給与支払者が法人である場合には名称を、個人である
場合には、氏名を記入してください。社印、代表者印は不要です。

事業所の所在地を記入してください。

月割額の連絡が必要な場合は、日付を記
入してください。

特別徴収の開始月とその納期限を記入し
てください。

特別徴収を実施したことがあり、指定番
号がわかる場合に記入してください。

　※市町村コード（142034）ではありま
せん。

　納入書が必要な場合は、要を○で囲んで
ください。既に納入書がある場合は、納
入金額を書き換えて使ってください。

この依頼書について、応答する方の氏名
及び所属課、係名並びに電話番号を記入
してください。

普通徴収税額のうち、依頼書が本市に提
出される日までに納期限が経過していな
い期別に○を記入してください。

　ただし、普通徴収税額を口座振替によっ
て納付している場合は、納期限前の一定
の期日を過ぎると特別徴収へ切替えるこ
とができません。

受給者番号を記入して下さい。特別徴収税額通知書（納税義務者用）をeLTAXで
電子送付をする場合、納税義務者を特定するために必要となります。

給与支払者の法人番号又は個人番号を記入してください。

254　8686
平塚市浅間町9-1

㈱平塚

（カブ） ヒラ  ツカ 

平 塚 一 郎

ヒラ ツカ イチ ロウ

平 塚 一 郎

ヒラ ツカ イチ ロウ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

0 0 0 0 1

平塚市久領堤5-1

同上

1 2 3

500100

経理課経理係

平 塚 花 子
0463　  21　　8766

10 1011

139

チョウ

254　0801

⒉異動が令和　　　　年１月１日以後で、
特別徴収の継続の希望がないため

「⒐その他（特別徴収不可）」を選択された場合は、
次のいずれかの理由を必ず選択してください。

市町村ごとに
異なります

※

課・係

新しい勤務先では
月割額　　　　　　　　　　　　円を

月分から徴収し、納入します。

新規の場合は、いずれかを○で囲んでください。

納入書　　　要　・　 不要

受給者番号
（※特別徴収税額通知書（納税義務者用）の電子送付には、受給者番号が必要です。）

受給者番号

フ リ ガ ナ

氏 名 〔旧姓〕
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特 徴 宛 名 番 号
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名
宛
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特
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給 与 支 払 報 告
特 別 徴 収 に係る給与所得者異動届出書

◎異動届出書の到着が各月11日以降となった場合は月内に書面で税額通知ができない場合や、督促状が発送される場合があります。

　〒

異 動 の 事 由
異 動 後 の 未 徴 収
税 額 の 徴 収 方 法

連絡先の氏名及び
所属課、係名並び
に電話番号

電 話
　（内線　　　　　　   ）異動年月日

・ ・

旧姓
氏 名

１ 月 １ 日
現 在 の 住 所

受給者番号

給与支払を受けな
くなった後の住所

フリガナ

月まで 月以降

月から
退 職
転 勤
合 併
休 職
長 期 欠 勤
死 亡
会 社 解 散
住 所 誤 報
そ の 他
（特別徴収不可）

⒈
⒉
⒊
⒋
⒌
⒍
⒎
⒏
⒐

Ⓑ にも記入してください

（１月以降は必須）
Ⓐ にも記入してください

Ⓐ 給与の支払を受けなくなった後の月割額（未徴収税額）を一括徴収する場合は、次の欄にも記載してください。

Ⓑ 転勤（転職）等による特別徴収届出書

⒈ 異動が令和　　　　年12月31日までで、
申出があったため
（　　　月　　　日申出）

⒉ 異動が令和　　　　年１月１日以後で、
特別徴収の継続の希望がないため

徴 収 予 定

一括徴収した税額は

　　　　月分で

（　　月　　日納期分）

納入します。

）
者
務
義
収
徴
別
特
（給

　与

　支

　払

　者

氏名又は名称

住所（居所）
又は所在地

⒈ 現年度　　　⒉ 新年度　　　⒊ 両年度

課・係

氏 名

特別徴収義務者
指 定 番 号

給 与 所 得 者

「⒐その他（特別徴収不可）」を選択された場合は、
次のいずれかの理由を必ず選択してください。

他の事業所で特別徴収
（例：乙欄適用者）

給与の支払が不定期
（例：給与の支払が毎月でない）

事業専従者
（個人事業主のみ対象）

給与が少なく税額が引けない可能性がある

個 人 番 号
又は法人番号

フ リ ガ ナ

。
す
ま
い
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送
に
先
務
勤
新
、
し
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異
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３
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先
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場
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）
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た
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職
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に
間
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で
ま
日
十
三
月
四
ら
か
日
一
月
一
　
４

市町村ごとに
異なります

円円

未徴収税額
－

徴収済額特別徴収税額
（年税額）

円

生 年 月 日 昭和・平成・令和　　　　　　　年　　　　月　　　　日

個 人 番 号  ※

一 括 徴 収 の 理 由

徴収予定月日 徴収予定額合計
（上記 と同額）

徴収予定額

円 円・

・

・

円

円

１（普Ｂ）

２（普Ｃ）

３（普Ｄ）

４（普Ｅ）

新しい勤務先の特別徴収義務者指定番号
（※新規事業所の場合は記入不要です。）

氏 名 又 は 名 称

個 人 番 号 又 は
法 人 番 号

新しい勤務先の
住 所（居 所）又
は 所 在 地
フ リ ガ ナ

　〒

、
課
属
所
び
及
名
氏
の
先
絡
連

号
番
話
電
に
び
並
名
係

電 話
（内線　　　　　　   ）

課・係

氏 名

新しい勤務先では
月割額　　　　　　　　　　　　円を

月分から徴収し、納入します。

新規の場合は、いずれかを○で囲んでください。

納入書　　　要　・　 不要

【提　出　先】　〒254－8686　平塚市役所　市民税課　個人市民税担当（所在地の記入は不要です。）

意
注
御

平塚市長　宛

令和　 年　 月　 日提出

1. 特別徴収継続

2. 一括徴収

3. 普通徴収

受給者番号
（※特別徴収税額通知書（納税義務者用）の電子送付には、受給者番号が必要です。）



６

者
得
所
与
給

フ リ ガ ナ

氏 名

生 年 月 日 昭和・平成・令和　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

現在の住所

併　　　　徴 口 座 納 付 書有 　 ・ 　 無 有 　 ・ 　 無 有 　 ・ 　 無

1月1日現在
の 住 所

所 在 地
（住 所）

名 称
（氏 名）

〒 　  　　－  　　　

フリガナ

者
務
義
収
徴
別
特
（

）者

払

支

与

給
特別徴収義務者
指 定 番 号 新規の場合、納入書（　要　・　不要　）

普 通 徴 収
切 替 期 別

期別を○で囲んでください。

〔　１　・　２　・　３　・　４　〕  期    以降を切替希望
※普通徴収の納期限を過ぎたものは、特別徴収への切替ができません。

必要な場合のみ記入してください。
　　　 　 月　　　  　日までに通知書が必要

※通知書が間に合わない場合のみ電話連絡します。

開始月　　　　月　　　　　　２回目以降　　　　月
　　　　　円　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　月分（　　　 　 月　　　  　日納期分）から
特別徴収を開始します。

特 別 徴 収
開始予定月

月割額の連絡

月 割 額

納税通知書 全・１・２・３・４・無

法人番号
又は個人番号

令和

年 月 日

 提出

（宛先）平　塚　市　長

※市町村ごと
に異なります

担 当 者
連 絡 先 氏名

電話 ―　　　　　　―

〒 　  　　－  　　　

〒 　  　　－ ※１月１日現在の住所と違う場合に記入してください。

※市記
　入欄

◎下記の網掛け部分の項目を記入してください。

【添付書類】
　⒈　普通徴収の納付書（二重納付防止のため、残りの納付書（納期未到来分）を添付してください。）
　　　※　すでに納付済みの分や口座振替の場合は不要です。

【注意事項】
　⒈　普通徴収の納期限を過ぎたものは、特別徴収への切替ができません。本人が納めるように必ずお伝えください。
　　　※　普通徴収の納期限は年４回あるため、特別徴収への切替は、２か月程度の余裕を持って行ってください（市町村ごとの通知の発送期日が異なるため。）
　⒉　65歳以上の方については、年金所得に係る税額を給与からの特別徴収に追加することはできません。
　⒊　市民税課への依頼書の到着が、11日以降となった場合は同月中に通知できないことがあります。

【提　出　先】　〒254－8686　平塚市役所　市民税課　個人市民税担当（所在地の記入は不要です。）

課・係

特別徴収切替届出（依頼）書（普通徴収→特別徴収）

〔旧姓〕

受給者番号
※特別徴収税額通知書（納税義務者用）の電子送
付には、受給者番号が必要です。
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事 項 変　更　前（旧）　　　　　　※変更項目のみ記入してください。 変　更　後（新）　　　　　　※変更項目のみ記入してください。

所 在 地

フ リ ガ ナ

名 称

電 話 番 号 ―　　　　　　　―　　　　　　　　　　（内線　　　　　　　　）

変 更 理 由
（該当番号に○）

指定番号
について

１. 名称変更　　２. 所在地変更（登記変更有）
３. 送付先変更　　４. 給与事務の統合
５. 法人化、または個人事業化　　６. 分割
７. 合併（消滅会社の指定番号【　　　　　　　　　】）
※４～７に該当の場合は、「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。

送付先の指定
※特別徴収義務に係る書類の送付について上記以外の場所を希望される
　場合には、下記の欄に送付先の所在地・名称等を記入してください。

□ 現在の指定番号を継続して使用する
　 （合併時に新設会社が消滅会社の指定番号を引き継ぐことはできません）
□ 新給与支払者の指定番号【　　　　　　　　　】を使用する
　 ⇒「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。
□ 新規に指定番号を取得する⇒「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。

所 在 地
（住 所）

名 称
（氏 名）

〒 　  　　－  　　　

者
務
義
収
徴
別
特
（

）者

払

支

与

給
特別徴収義務者
指 定 番 号

法人番号
又は個人番号

令和

年    月 日

 提出

※市町村ごと
に異なります

担 当 者
連 絡 先 氏名

電話 ―　　　　　　―

〒 　　－

―　　　　　　　―　　　　　　　　　　（内線　　　　　　　　）

〒 　　－

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
※届出時点での所在地・名称を記入してください。

◆　誤読を避けるため、必ずフリガナを記入してください。
◆　代表者のみの変更の場合は、提出不要です。

【提　出　先】　〒254－8686　平塚市役所　市民税課　個人市民税担当（所在地の記入は不要です。）

変更年月日 令和　　　　年　　　　月　　　　日

〒 　　－

フリガナ

名 称

電話番号

所 在 地

― ―　　　　　　　（内線 　　　　　　）

課・係

（宛先）平　塚　市　長
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退 職 所 得 に 係 る 市 民 税 ・ 県 民 税 納 入 申 告 書

退 職 所 得 に 係 る 市 民 税 ・ 県 民 税 納 入 申 告 書

令和 年 月分 人 員 人

円

円

円

令和 年 月 日提出

退 職 手 当 等 支 払 金 額

　地方税法第50条の5及び第328条の5第2項の規定により上記のとおり分離課税に係る所得割
の納入について申告します。

特 別 徴 収 税 額

法人番号又は個人番号

住所

平塚市

退職支払金額
円

市県民税合計税額
円

市県民税合計税額
円

勤続年数
年 月

勤続年数
年 月

退職支払金額
円

住所

平塚市

市 民 税

県 民 税

（ 提 出 先 ）
平 塚 市 長

（特別徴収義務者）〒
住所又は所在地

氏 名 又 は 名 称

訳
内
別
者
務
義
税
納

氏名

氏名

令 和  年  月  日

ゆうちょ銀行 店長
郵便局長

平　塚　市　長  （公印省略）

指　定　通　知　書

記

１ 口 座 番 号

２ 加 入 者 名

３ 取りまとめ店

00230－2－960114 番

平塚市会計管理者

ゆうちょ銀行横浜貯金事務センター

様

ゆうちょ銀行（郵便局）を利用される場合
特別徴収税額の納入にゆうちょ銀行（郵便局）を利用される場合には、そのゆうちょ銀行
（郵便局）を当市が特別徴収納入金取扱店（局）に指定しなければなりませんので、上の
「指定通知書」を切り取り、日付とゆうちょ銀行店名（郵便局名）を記入し、第１回払込
みの際、納入書とともにそのゆうちょ銀行（郵便局）へ提出してください。
なお、前年度利用したゆうちょ銀行（郵便局）は、本年度も引き続き利用できますので改
めて「指定通知書」を提出する必要はありません。
※また上の00230－2－960114番はOCR専用の番号です。
私製納付書等により送金される場合は、00240－4－960115番の番号を使用されるよ
うお願いします。

退職所得に係る市民
税・県民税納入申告
書の記入例

令和 年 月分 人 員 人

円

円

円

令和 年 月 日提出

退 職 手 当 等 支 払 金 額

　地方税法第50条の5及び第328条の5第2項の規定により上記のとおり分離課税に係る所得割
の納入について申告します。

特 別 徴 収 税 額

法人番号又は個人番号

住所

平塚市

退職支払金額
円

市県民税合計税額
円

勤続年数
年 月

住所

市 民 税

県 民 税

（ 提 出 先 ）
平 塚 市 長

（特別徴収義務者）〒
住所又は所在地

氏 名 又 は 名 称

訳
内
別
者
務
義
税
納

氏名

氏名

市民税＋県民税

法人の場合は、納入書裏面の「市民税・県民税納入申告書」の「法人番号」欄には、13桁の法
人番号を記載ください。
個人事業者の場合は、個人番号（マイナンバー）の記載のある納入申告書は、金融機関で受付
できない場合があるため、納入書裏面の「市民税・県民税納入申告書」は記載せず、上記の
「市民税・県民税納入申告書」を記載のうえ、下記まで御郵送ください。
〒２５４－８６８６　平塚市役所　市民税課　個人市民税担当（所在地の記入は不要）

市県民税合計税額
円

勤続年数
年 月

退職支払金額
円

平塚市

　地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 321 条の 5 第 4 項の

規定により貴店（局）を当市の市民税、県民税及び森林環境税の

特別徴収納入金取扱金融機関に指定しましたので通知します。
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